
 

 

 

 

和歌山県と石川県が包括連携協定を締結します 

 

このたび、海・山・里の多様な資源に恵まれた両県が、特色ある地域資源を活

用するため農林水産物・観光資源等の魅力発信に連携して取り組むこと等を目的

とし、包括連携協定を締結します。 

 

 協定締結式 

  日  時：令和６年１１月２０日（水）１０時００分～１０時３０分 

 場  所：石川県行政庁舎 特別会議室 

 出 席 者：石 川 県 知 事   馳 浩 

     和歌山県知事 岸本 周平 

 

 協定に基づく連携項目 

（１）農林水産物等の情報発信・販売促進に関すること  

  ・両県の首都圏アンテナショップやKITTE大阪イベントスペースにおいて、 

世界農業遺産認定地域をはじめとした両県の特産品等を販売するイベント  

を開催 

（２）観光振興に関すること 

  ・両県のアンテナショップ等での特産品販売に併せて観光PRを実施 

（３）県産品の海外販路開拓に関すること 

     ・両県のノウハウ・コネクションを活用し、日本酒及び梅酒をはじめとした

特色ある県産品の共同プロモーションを実施 

（４）危機管理にかかる相互協力に関すること 

  ・能登半島地震の知見や教訓を半島地域特有の地形や海岸線の周遊道路など  

共通点が多い両県において共有し、双方の防災体制の強化につなげる  

（５）その他両県が個別に合意する事項  

 

 

和歌山県 資料提供 

【石川県と同時提供】 

令和６年１１月１５日 

（連絡先） 

企画部企画政策局企画課調査調整班 

担 当：中松、瀬川 

電 話：073-441-2334 

内 線：2334 


